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の

よ

う
に

説
明
さ
れ
る

の

で

あ
ろ

う
か

。

外
宮

祠
官

檜
垣
常
和
は

『

豊
受

大
神
宮
諸
祭
由
緒
記
上
』

の

六

月
祭
礼
（
月
次

祭
）

に

お
い

て

「

凡
ソ

禰

宜

祭
礼
毎
二

太
玉
串
ヲ

執
ル

濫
觴
ハ

天
村
雲

命
二

従
ヒ

起
レ

リ
。

類
聚
神

祗
本
源
二

謂
ル
、

天
村
雲

命
（
度
会
上
祖

神
∀

ハ

賢
倉
（
サ

カ

キ
）

ノ

捧

ゲ

（

中
略）

禰
宜
ハ

賢
木
ヲ

持
チ

祭
祀
ヲ

儼
カ
ニ

ス
。

是
皆
神
代
古
風
行

ヒ

来
ル

礼
奠
ナ
リ

。

本
紀
日
ク、

天
村
雲

命
、

太
玉

串
ヲ

取
リ
仕
奉
ル

。

凡
ソ

天

村
雲
命
ハ

禰
宜
ノ

祖

神
ナ
リ

。

故
二

其
ノ

遺
法
二

因
テ
今
玉

串
ヲ

執
ル

ナ

リ
」

（
『

大
神
宮
叢
書
』

所
収
の

漢
文
を

書
き
下
し
文
に

改
め

た
）

と

述
べ

る
。

玉
串
の

意
味
に
つ

い

て

は
何
も
言

及
し
な
い

が
、

ひ

た

す
ら

度

会
氏
の

祖
先
神
で

あ
る

天
村
雲
命
の

遺
法
で

あ
る

と

説
く。

　

明
治
移
行、

別
々

の

行
事
に

な
っ

た
祝
詞
奏
上
と

玉

串
奉
奠
は
、

そ
れ

以

前
、

神
宮
の

祭
祀
で

は
、

同
時
平
行
し
て

行
わ

れ

た
一

体
の

行
事
で

あ

っ

た
可

能
性
を

、

古
代
の

祝
詞
と

祭
祀
奉
仕
者
の

言
葉
で

示
し
た
。

さ

ら

な
る

研

究
に

は

玉

串
の

忘
れ
ら

れ
た

意
味
を
再
発
見
し

な
け
れ

ば

な
ら

な

い
。

具

体
的
に
は

「

隠
れ
る
」

と

い

う
行
為
の

目
的
や、

依
代
と

し
て

の

玉

串
の

働
き

を
民
俗
学
・

神
話
学
の

知
見
を
ふ

ま
え

て

検
討
す
る

の

が

今

後
の

課

題
で

あ
る

。

近

代
の

御
師
制
度
廃
止
と

伊
勢
信
仰
に

つ

い

て

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
八

幡
　
崇
経

　
伊
勢

神
宮
に

お

け
る

近

代
化
の

中
で
、

伊
勢
信
仰
を
全

国
に

広
め

た

御

師
の

活

動
が
ど

の

よ

う
に

変
化
し

て

き
た

か

と
い

う
こ

と
を
、

近

世
近

代

に
わ

た

る

御

師
史
料
に

よ
っ

て

み

て

い

く
こ

と
で
、

伊
勢
信
仰
の

変
化
と

御
師
活
動
の

実
態
を
検

証
し
よ

う
と

す
る

も
の

で

あ
る

。

　
伊
勢
神
宮
は

、

明
治
四

年
の

改
革
に

よ

り
、

旧
来
の

御
師
制
度
は

廃
止

と

な
り、

御
師
が
私
邸
で

行
っ

て

き
た

、

祈
禧
や

神
札
の

配

布
な
ど

が

禁

止
さ

れ
た

。

こ

の

こ

と

に
よ

り
全
国

各
地

域
の

伊
勢
信
仰
と

伊
勢
神
宮
を

つ

な
ぐ

核
と

な
っ

て

い

た

も
の

が
廃

絶
す
る

こ

と
と
な
っ

た
。

一

方
で

明

治
政
府
は、

国
民
の

神
宮
崇
敬
心
を

新
国
家
建
設
の

精
神
的
基
盤
の
一

つ

と

す
る
と
と

も
に、

御
師
が
従
来
配

付
し
て

き
た
神
札
と
は

別
に

「

神
宮

大
麻
」

と
し
て
、

あ
ら

た

な
意
義
を

付
与
し

て

全
国
に
頒
布
す
る
こ

と
と

し
た

。

さ
ら
に

明
治
四

年
の

神
宮
改

革
以

後、

大
教
宣
布
に

よ

り
神
宮
崇

敬
の

念
を
高
め

よ

う
と

、

神
宮
教
院
を
中
心
に

布
教
が

行
わ

れ
、

そ
の
一

環
と
し
て

神
宮
大
麻
の

頒
布
も
行
わ
れ

、

当
初
地
方
の

役
所
を

通
じ
て

頒

布
を
行
お
う
と

し
た

が
、

同
一
一

年、

内

務
省
に
よ
り

「

大
麻
頒
布
は
自

今
地

方
官
の

関

係
に

不

及
受
不
受
は

人

民
の

自
由
と

す
る

旨

府
県
に

通

達
」

に

よ
り、

地
方
庁
委
託
を

止
め
、

各
地
神
宮
教
院
及
神
道
事
務
局
教

導
職
・

神
職
等
に
託
し

て

頒
布
す
る
よ

う
に

し
、

同

＝
二

年
に

は
、

大
麻

頒
布
取

扱
方
を

各
府
県
下
の

神
宮
教
院
の

教
会
に
委
託
し
た

。

　
同
一

五
年
に

は
、

神
官
の

教
導
職
兼
補
を
廃
し
た
こ

と

に

と

も
な
い
、

神
宮
教
院
を
神
宮
司
庁
よ

り
分
離
し
て

、

大
麻
の

頒
布
を
神
宮
教
院
に
委

託
し
た

。

神
宮
教
院
は

独
立
し

て
、

教
派

神
道
の
一

つ

の

神
宮
教
と

し
て

宗
教
の

扱
い

と

な
り、

翌
三

〇

年
に

は

解
散
し
神
宮
奉
斎
会
と

な
っ

た
。

神
宮
大
麻
の

頒
布
事
業
は
、

当
初
の

理
念
か
ら

、

近
代
的
な

信
教
の

自
由

の

制
限
の

中
で
、

以

後
こ

の

神
宮
奉
斎
会
が
神
宮
大
麻
の

頒
布
を
お
こ

な

う
こ

と

と

な
っ

た

が
、

同
三

三

年
に
神
宮
司
庁
に
お
い

て

は

大
麻
製
暦
祈

疇
の

三

課
を

分
離
し

て
、

神
宮
大
麻
だ

け
で

な
く
社
頭
で

の

報
賽
を

含
め

た

組
織
と

し
て

神
部
署
官
制
が

公
布
さ
れ、

さ
ら
に
同
四
五

年
に
神
宮
神

部
署
支
署
が

全

国
に

二

十
八

ヶ

所
と

し
た

。

こ

れ
に
よ

り
神
宮
神
部
署
に

よ

る
全
国
頒
布
の

体
勢
が

整
う
こ

と
と

な
っ

た
が、

各
支
署
は

神
宮
奉
賛
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会
地
区

本
部
と
実

質
的
に
一

体
で

、

依
然
と
し
て

奉
賛
会
が

頒
布
に

関
与

し
て

い

た
。

大
正

＝
二

年
に

は

神
部
署
支
署
を
二

八
か
ら
一

四

に

縮
小。

同
一

五

年
、

全
国

神
職

会
が

設
立
さ
れ

、

昭
和
二

年
よ

り
全

国
頒
布
を

担

う
よ

う
に

な
り

、

昭
和
一

六

年
に

は、

大
日

本

神
祗

会
と

改
称
さ

れ
、

昭

和
二

〇

年
ま
で

続
け
ら
れ

た
。

　
こ

の

よ

う
な
近

代
に

お

け
る
神
宮
制
度
の

改

革
の

な
か
で

、

御
師
制
度

は

廃
止
さ

れ
な

が
ら

も、

旧

檀
家
と
の

関
係
を

持
ち

続
け
た

家
が
あ
っ

た
。

元

神
宮
の

大
物
忌
父

で

権
禰
宜
で

あ
っ

た

御
師

岩
井
田

家
で

あ
る
。

岩
井
田

家
は、

明
治
に

入
っ

て

か

ら
も

神
宮
神
職
と
し
て

同
二

八

年
ま
で

勤
め
た
が

、

そ

の

間
も

旧
檀
家
と
の

関
わ
り
を

続
け
な
が

ら
、

地

方
の

伊

勢
信
仰
継
続
の

た
め

の

支
援
を
お

こ

な
っ

て

き
た

。

そ
の
一

つ

は
、

各
地

で

従
来
の

伊
勢
講
が

再
組
織
化
さ

れ
る

際
の

伊

勢
で

の

受
け
皿
、

周
旋
人

と

し
て

の

役
を

引

き
受
け
て

、

そ
の

依

頼
に

よ
っ

て

神
宮
大
麻
で

は

な

く
、

両
宮
神
楽
殿
で

授
与
さ
れ
る

大
麻
を
地
域
へ

送

り
続
け
て

き
た

。

ま

た
、

旧

檀
家
の

参
宮
者
を
伊
勢
で

受
け
入
れ

、

案
内

宿
泊
な
ど
の

支
援
を

行
い

つ

づ

け
た

。

そ
の

他
に
、

地
域
か

ら
の

特

殊
祈

疇
の

神
楽
殿
へ

の

取

り
次
ぎ

、

さ
ま
ざ

ま
な

講
社
の

動
き、

教

学
的
な
問
い

合
わ
せ

な
ど

、

神

宮
神
職
な
ら
で

は

の

情
報
を

も
と
に

サ

ポ
ー

ト
を
行
っ

て

い

る

実
態
が

あ

っ

た
。

ま
た
、

旧

檀
家
と

の

関
わ

り
に

つ

い

て

は
、

従
来
か

ら
地
域
と

関

わ

り
の

あ
っ

た
一

部
手
代
が

そ
の

ま
ま
旦
廻
り
な
ど
の

業
務
を
継
続
し

た

こ

と
が

資
料
か

ら

分
か

り、

岩
井
田

家
の

伊
勢

講
の

関
わ

り
が

後
々

ま
で

継
続
さ
れ
た

理
由
と

考
え
ら

れ
る

。

　
以
上

の

よ

う
な

経
緯
は

あ
り
な

が

ら

も

岩
井
田

家
の

資
料
に

は
、

社
頭

で

の

授
与
大
麻
の

価
格
改
定、

数
量
制
限
な
ど
の

強

化
、

ま
た
地

域
か

ら

は

神
宮
大
麻
と

授
与
大
麻
の

違
い

に

つ

い

て

の

問
い

合
わ
せ

や、

伊
勢
講

の

廃
止

通
知
な

ど

が
記
録
さ
れ
、

神
宮
大
麻
の

全

国
頒
布
の

体
勢

確
立
さ

れ
る

経

過
の

な
か
で
、

旧

御
師
の

た

ど
っ

た

役
割
の

変
化
を
知
る
こ

と
が

で

き
る

。

藤

樹
と

蕃
山
の

経
典
〔
大
学
・

孝
経）

解
釈
の

違
い

に

つ

い

て

　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　

鈴
木

　
保

實

　

藤

樹
（
一

六

〇
八

−
四

八
）

と

蕃
山
（

＝
ハ

一

九

−
九
一
）

の

経
典

（
大
学
と

孝
経）

に
つ

い

て

の

解
釈
の

違
い

を
み

る
。

二

人
の

出

会
い

は

岡

田
氏
本
藤

樹
年
譜
に

よ

れ

ば
寛

永
十
八

年
冬
（

＝
ハ

四
一
）

、

藤
樹
三

十
四

歳

蕃
山
二

十
三

歳
の

時
で

あ
る

。

翌

年
四

月
ま
で
、

蕃
山
は

業
を

受

け
た

。

（
資
料
と

し
て
、

藤

樹
は
「

藤
樹
全
集
二
」

所

収
の

大
学
蒙
註
・

大

学
解
・

大
学
考
・

孝
経
啓
蒙
（

岡
田
氏
本）

、

蕃
山
は

「

蕃
山
全

集
三
」

所

収
の

大
学
小
解
・

孝
経
小
解
を

使
用

。

）

　

大
学
は

藤
樹
が

聖
人
へ

の

道
を

歩
む
こ

と
を

決
意
さ

せ
た

書
で

あ
る

。

藤

樹
の

思
索
は

年
と
と

も
に
深
化
発
展
し
て

い

る
。

晩
年
期
の

藤

樹
と

藤

樹
中

年
期
入

門
の

蕃
山
と
の

違
い

は

三

綱
領
八

條
目

の

解
釈
に
あ
る

。

藤

樹
は

明

徳
・

親
民
・

至
善
を
同
体
異
名
（
大
学
蒙
註

、

全
二
、

二

二

頁
。

大

学
解、

全
二

、

二

六

頁）

と

し、

「

三

綱

本
一

綱、

唯
明

徳
ヲ

明
ニ

ス

ル

ニ

極
レ

リ
。

」

（

大

学

考、

全
二

、

一

三

頁）

と

し

て

い

る
。

蕃
山
は

「

至
善
は

無
極
の

理
也

。

…

止
至
善
は

明
々

徳
親
民
の

工

夫
の

主

宰
也

。

」

（
大
学

小
解、

全
三
、

一

八
三

頁
）

と

し、

至

善
に

止

ま
る

こ

と
は

明
徳

を
明
ら
か
に

し

民
を
親
し

む

こ

と
の

工

夫
の

主

宰
で

あ
る
と

し
、

定
靜
安

慮
得
は

知
止
の

後
の

日
新
盛
徳
の

階
級
と
し

て

い

る
。

こ

の

考
え
は
藤
樹

と

異
な
る

。

　
八

條
目
に

つ

い

て

は
、

藤
樹
は

「

八

條
各
別
ノ

見
ヲ

立
テ

講
ズ
ル

コ

ト

308（1030）
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